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３
月
定
例
会
の
概
要

平
成
18
年
第
２
回
越
前
市

議
会
定
例
会
は
、
3
月
1
日

か
ら
24
日
ま
で
の
24
日
間
に

わ
た
っ
て
開
か
れ
ま
し
た
。

こ
の
定
例
会
で
は
、
市
長

か
ら
当
初
予
算
案
16
件
、
補

正
予
算
案
9
件
、
平
成
17
年

度
各
会
計
決
算
認
定
案
22
件

（
旧
武
生
市
・
旧
今
立
町

分
）
、
条
例
案
18
件
、
一
般

議
案
10
件
、
人
事
案
4
件
が

提
案
さ
れ
、
本
会
議
の
審
議
、

委
員
会
の
審
査
を
経
て
、
採

決
の
結
果
、
い
ず
れ
も
可

決
・
認
定
し
ま
し
た
。

ま
た
、
市
長
の
施
政
方
針

に
対
す
る
代
表
質
問
に
は
6

会
派
7
人
が
立
ち
、
一
般
質

問
に
は
19
人
の
議
員
が
市
政

全
般
に
わ
た
っ
て
質
問
を
行

い
ま
し
た
。

※(
)

内
は
質
疑
を
し
た
議
員
名

■
道
路
除
雪
対
策
事
業

４
５
６
４
万
円

（
関
正
議
員
）

今
年
の
大
雪
で
の
大
き
な
被

害
に
よ
る
暗
い
イ
メ
ー
ジ
を
取
り

除
く
た
め
に
ど
う
す
る
の
か
。
ま

た
、
狭
い
道
路
や
空
き
家
の
多
い

地
区
で
の
除
雪
で
苦
情
が
多
か
っ

た
が
、
そ
の
対
策
は
。

北
陸
自
動
車
道
や
国
道
が
渋

滞
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
国
や

県
選
出
の
国
会
議
員
及
び
関
係
団

体
に
対
し
て
除
雪
体
制
確
保
に
強

い
要
望
を
し
て
き
た
。
狭
い
道
路

の
除
雪
課
題
を
ど
う
克
服
す
る
か

検
討
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

■
児
童
健
全
育
成
事
業
費

学
童
保
育
費
　
　
１
８
０
万
円

（
北
野
議
員
）

児
童
館
の
学
童
受
け
入
れ
は

3
年
生
ま
で
だ
が
、
4
年
生
以
降

の
受
け
入
れ
ニ
ー
ズ
も
あ
る
と
思

う
が
把
握
し
て
い
る
か
。

施
設
の
規
模
、
人
員
体
制
を

配
慮
し
な
が
ら
、
保
護
者
と
協
議

し
て
対
応
し
て
い
る
。

■
道
路
橋
梁
総
務
費

１
億
６
６
４
８
万
円

（
長
谷
川
・
金
子
議
員
）

県
道
の
帆
山
王
子
保
停
車
場

線
、
中
小
屋
武
生
線
の
開
通
は
い

つ
ご
ろ
の
予
定
か
。
な
か
な
か
進

ま
な
い
理
由
は
何
か
。

県
土
木
事
務
所
で
確
認
し
た

と
こ
ろ
、
地
権
者
と
の
話
が
付
か

ず
遅
れ
て
い
る
。
一
生
懸
命
や
っ

て
い
る
の
で
、
理
解
し
て
ほ
し
い
。

■
市
民
バ
ス
運
行
事
業

４
７
０
２
万
円

■
福
祉
路
線
バ
ス
利
用
運
行
事
業

５
８
０
万
円

（
安
立
・
前
田
修
議
員
）

市
民
バ
ス
、
福
祉
バ
ス
と

も
市
民
の
た
め
の
バ
ス
だ
が
、

別
々
の
予
算
と
な
っ
て
い
る
理

由
は
。市

民
バ
ス
は
誰
も
が
利
用
で

き
、
福
祉
バ
ス
は
65
歳
以
上
の
方

を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
予
算

だ
け
を
分
け
て
い
る
。

合
併
に
よ
っ
て
、
今
立
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
が
無
料
か
ら
１

０
０
円
に
な
っ
た
こ
と
は
サ
ー
ビ

ス
の
低
下
で
は
な
い
か
。

合
併
を
機
会
に
、
今
立
か
ら

武
生
へ
向
か
う
路
線
が
１
０
０
円

※
（

）
内
は
質
疑
を
し
た
議
員
名

■
市
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

（
玉
村
・
中
西
議
員
）

在
職
中
の
貢
献
度
に
応
じ
た

調
整
額
の
支
給
や
退
職
手
当
の
支

給
構
造
の
見
直
し
は
、
職
員
に
ど

の
よ
う
に
影
響
す
る
の
か
。
成
績

主
義
に
は
な
じ
ま
な
い
仕
事
も
あ

る
の
で
は
な
い
か
。

公
務
員
の
給
与
改
革
を
背
景

と
し
て
お
り
、
「
国
や
県
の
改
正

に
伴
う
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
年

功
序
列
型
か
ら
貢
献
度
重
視
型
と

な
り
、
新
し
い
評
価
制
度
を
考
え

て
い
る
。

■
市
幼
稚
園
入
園
料
保
育
料
徴
収

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

（
前
田
修
議
員
）

合
併
に
基
づ
く
料
金
の
統
一

と
い
う
こ
と
だ
が
、
入
園
料
や
保

育
料
の
実
質
的
な
値
上
げ
で
は
な

い
か
。合

併
協
議
の
中
で
、
武
生
市

の
例
に
よ
る
と
か
、
統
一
す
る
と

か
で
協
議
さ
れ
て
き
た
が
、
国
の

財
政
計
画
に
基
づ
き
改
定
し
た
。

今
ま
で
今
立
の
人
は
、
入
園
料
が

か
か
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
負
担

増
と
な
る
が
、
保
育
料
に
つ
い
て

は
安
く
な
っ
て
い
る
。

■
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

（
玉
川
・
玉
村
・
中
西
議
員
）

合
併
協
議
会
で
は
統
一
す
る

と
決
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
、

か
な
り
の
値
上
げ
で
あ
る
。
な
ぜ

今
値
上
げ
す
る
の
か
。
一
般
会
計

か
ら
繰
り
入
れ
て
も
い
い
か
ら
、

時
期
は
遅
ら
せ
な
い
か
。

国
保
財
政
は
か
な
り
厳
し
い

運
営
状
況
に
あ
る
。
審
議
会
か
ら

も
健
全
運
営
の
答
申
が
出
さ
れ
る

中
、
長
期
的
な
展
望
に
立
ち
、
引

き
上
げ
と
な
っ
た
。
一
般
会
計
の

繰
り
入
れ
は
、
他
の
保
険
加
入
者

と
の
均
衡
も
考
慮
す
べ
き
で
、
基

金
に
つ
い
て
も
今
年
は
２
億
８
０

０
０
万
円
取
り
崩
し
て
い
る
。

■
市
介
護
保
険
条
例
の
制
定
に
つ

い
て

（
玉
村
議
員
）

介
護
保
険
料
に
つ
い
て
も
、

今
回
の
改
正
で
引
き
上
げ
ら
れ
て

予
算
審
議

予
算
審
議 

予
算
審
議 

条
例
審
議 

予
算
審
議 

条
例
審
議

条
例
審
議 

条
例
審
議 
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で
乗
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
喜
ば
れ

て
い
る
と
い
う
声
も
聞
い
て
お

り
、
回
数
も
4
月
か
ら
2
回
に
増

や
し
て
い
る
。

■
新
図
書
館
建
設
事
業

６
億
５
９
４
０
万
円

（
中
西
議
員
）

８
月
１
日
に
新
図
書
館
は
オ

ー
プ
ン
す
る
が
、
現
在
の
図
書
館

な
ど
の
活
用
を
ど
う
す
る
の
か
。

市
全
体
で
の
施
設
の
有
効
活

用
を
、
行
政
経
営
刷
新
チ
ー
ム
の

中
で
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
行

財
政
構
造
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
方

向
性
を
示
し
た
い
。

■
保
健
衛
生
総
務
費
地
域
医
療
活

動
支
援
事
業
の
う
ち

庁
用
備
品
費
　
94
万
円

（
中
西
・
関
利
議
員
）

緊
急
医
療
器
具
A
E
D
（
心

臓
に
対
す
る
自
動
体
外
式
除
細
動

器
）
の
購
入
に
よ
る
配
置
計
画
は
。

今
回
は
、
3
台
を
購
入
し
て

湯
楽
里
、
福
祉
健
康
セ
ン
タ
ー
、

社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
配
備
す

る
。
別
に
寄
付
さ
れ
る
１
台
は
福

祉
健
康
セ
ン
タ
ー
で
の
貸
出
し
を

考
え
て
い
る
。
今
後
、
計
画
的
に

整
備
を
進
め
て
い
く
。

■
債
務
負
担
行
為
債
務
保
証
限
度
額

17
億
７
０
０
万
円

（
山
崎
議
員
）

国
は
新
年
度
よ
り
土
地
開
発

公
社
等
へ
の
債
務
負
担
に
つ
い
て

一
定
額
を
入
れ
た
実
質
公
債
比
率

を
導
入
す
る
が
、
今
年
度
の
予
算

編
成
に
当
た
っ
て
実
質
公
債
比
率

を
考
慮
し
た
の
か
。

で
き
る
だ
け
公
債
比
率
を
下

げ
て
い
き
た
い
が
、
開
発
公
社
に

つ
い
て
は
、
先
行
取
得
事
業
を
す

る
に
あ
た
り
一
定
の
資
金
確
保
を

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
た
め
、
長

期
的
な
市
の
政
策
の
中
で
債
務
負

担
を
組
ん
で
い
く
。

■
教
育
費
中
学
校
費

２
億
９
７
７
１
万
円

（
伊
藤
康
議
員
）

今
立
の
南
越
中
学
校
で
毎
年

生
徒
の
海
外
派
遣
を
行
っ
て
き

た
。
今
回
の
予
算
に
計
上
さ
れ
て

い
な
い
が
、
取
り
や
め
た
の
か
。

越
前
市
全
体
の
均
衡
を
考
え

て
、
既
存
の
予
算
の
中
で
検
討
し
た

い
。

■
土
木
費
除
雪
対
策
費

自
動
車
購
入
費
５
５
３
万
円

（
玉
川
議
員
）

小
型
除
雪
機
の
購
入
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
を
購
入
す
る
か
。

歩
道
除
雪
用
の
ロ
ー
タ
リ
ー

を
予
定
し
て
い
る
。

■
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
供

給
促
進
事
業
費
６
９
６
０
万
円

（
玉
村
議
員
）

こ
の
事
業
に
国
の
地
域
住
宅

交
付
金
を
見
込
ん
で
い
る
が
、
こ

の
制
度
を
利
用
し
て
、
既
存
の
耐

用
年
数
を
過
ぎ
た
市
営
住
宅
や
、

木
造
の
古
い
住
宅
の
建
て
替
え
を

す
る
つ
も
り
が
あ
る
の
か
。

こ
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
地

域
住
宅
計
画
の
策
定
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
て
、
高
齢
者
向
け
優
良

賃
貸
住
宅
供
給
事
業
や
既
存
の
住

宅
改
修
事
業
も
対
象
に
な
る
の

で
、
今
後
、
十
分
活
用
し
て
対
応

し
て
い
き
た
い
。

■
日
野
川
地
区
工
業
用
水
道
建
設

負
担
金
事
業
　
８
５
０
０
万
円

（
中
西
議
員
）

県
と
市
が
負
担
す
る
形
で
、

今
後
30
年
に
わ
た
っ
て
償
還
し
て

い
く
と
の
こ
と
だ
が
、
市
が
負
担

す
る
額
は
い
く
ら
か
。

平
成
17
年
度
か
ら
約
38
年
間

で
23
億
６
０
０
０
万
円
を
見
込
ん

で
い
る
。

い
る
が
、
低
所
得
者
層
へ
の
配
慮

は
さ
れ
て
い
る
の
か
。

今
回
保
険
料
を
６
段
階
か
ら

７
段
階
に
し
、
低
所
得
の
方
の
負

担
を
少
な
く
し
た
。

■
市
国
民
保
護
対
策
本
部
及
び
緊

急
対
処
事
態
対
策
本
部
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

（
川
崎
・
玉
村
議
員
）

市
に
お
け
る
国
民
保
護
計
画

策
定
の
具
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

は
。
ま
た
、
有
事
の
と
き
の
、
対

策
本
部
職
員
の
役
割
は
。

４
月
に
協
議
会
の
委
員
を
委

嘱
、
９
月
に
協
議
会
を
開
催
し
て

年
度
内
に
は
計
画
書
を
作
成
し
た

い
。
職
員
の
役
割
は
計
画
書
の
中

で
明
示
す
る
予
定
で
あ
る
。

■
市
営
住
宅
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

（
佐
々
木
議
員
）

市
営
住
宅
の
入
居
が
公
募
に

よ
ら
な
い
で
で
き
る
場
合
と
は
ど

の
よ
う
な
と
き
か
。
入
居
の
判
断

基
準
は
。

国
の
法
改
正
に
よ
り
、
入
居

者
の
世
帯
構
成
の
状
況
変
化
や
障

害
者
の
利
便
性
を
考
慮
し
て
規
制

緩
和
が
さ
れ
た
。
入
居
に
あ
た
っ

て
の
的
確
な
資
格
判
断
が
行
え
る

よ
う
に
早
急
に
判
断
基
準
を
作
成

す
る
。

■
市
ガ
ス
事
業
、
水
道
事
業
及
び
工

業
用
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
等
に
つ
い
て

（
中
西
・
前
田
修
議
員
）

ガ
ス
事
業
の
民
営
化
で
、
今

後
５
年
間
料
金
の
値
上
げ
は
し
な

い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
か
。
今

後
、
市
か
ら
役
員
の
派
遣
や
資
本

参
加
が
あ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
経

営
が
赤
字
に
な
っ
て
も
資
金
援
助

は
し
な
い
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

ま
た
、
35
億
円
と
い
う
譲
渡
価
格

は
こ
れ
ま
で
に
投
入
し
た
資
本
額

に
見
合
う
価
格
に
な
っ
て
い
る
の

か
。
民
間
に
変
わ
る
こ
と
で
保
安

面
は
大
丈
夫
か
。

5
年
間
は
料
金
を
引
き
上
げ

な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
役

員
の
派
遣
等
に
つ
い
て
は
、
今
後

協
議
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

今
後
の
増
資
や
資
金
援
助
は
一
切

考
え
て
い
な
い
。
価
格
は
投
資
額

に
見
合
う
も
の
で
あ
り
、
保
安
面

で
も
監
督
官
庁
の
監
査
も
あ
り
安

全
だ
と
考
え
て
い
る
。
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